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第１章 基本方針 

 

１．はじめに  

スポーツは、個人の心身の健全な発達、健康・体力の保持および増進を目的とする活動であり、

国際競技大会における代表選手の活躍等を通じて国民に誇り、夢と感動を与え、さらには、地域・

経済の活性化、共生社会や健康⾧寿社会の実現、国際理解の促進など幅広く社会に貢献する営

みである。このようなスポーツの価値を実現していくためには、その前提として、スポーツの普及・振興等

の重要な担い手であるスポーツ団体が適切に運営されていることが求められる。  

スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）では、スポーツ団体の努力として自らの主体的な

努力により適正なガバナンスの確保が図られることを期待している。  

しかしながら、いくつかの中央競技団体（以下「NF」という。）において、ガバナンスの機能不全等

により、スポーツの価値を毀損するような事案が発生したことは記憶に新しいところである。 

スポーツ庁では、このようなスポーツ界の現状に鑑み、スポーツ団体における適正なガバナンスの確

保を図ることを目的として、スポーツ団体ガバナンスコード（以下「ガバナンスコード」という。）を

2019 年 6 月に発出した。 

こうしたことから、私たち公益社団法人日本アメリカンフットボール協会（以下「JAFA」という。）は、

NF として、業務運営について適切な説明責任を果たすため、本「ガバナンス強化―基本方針・実

施 5 ヶ年計画」を策定して公表するものである。 

また、本「ガバナンス強化―基本方針・実施 5 ヶ年計画」は、5 ヶ年計画にとらわれず適時 JAFA

執行役員会確認、理事会報告と広く意見を訊いて改定することができるものである。 

  

2. ガバナンス強化に向けた 基本方針 

(1) ガバナンスコードの適合状況について自己説明を行い、それを年 1 回公表する。 

その際、当該規定が自らの団体に当てはまらないことについて、具体的かつ合理的な説明を行う。  

また、直ちに遵守することが困難である規定がある場合は、その具体的かつ合理的な理由のみ

ならず、遵守に向けた今後の取り組みや見通しについて時間軸も含めて説明する。 

(2) ガバナンスコードへの適合性を踏まえ、必要に応じて規程の策定または改定する。  
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(3) 「スポーツ政策の推進に関する円卓会議」（以下「円卓会議」という。）による、ガバナンスコー

ドへの適合性審査を 4 年ごとに受診し、その結果をガバナンス強化実施 5 ヶ年計画に反映す

る。 

 

第２章 ガバナンス強化実施 5 ヶ年計画  

  

本章では、ガバナンスコードの個別の規定に照らして適合しているものは、準拠する規程名等を

掲載し、課題等が発生した場合、理事会決議により当該規程の改定等に取り組むこととする。 

また、未適合または適合しきれていないものは、当該計画の中で具体的スケジュールを示し、そ

れに沿って取り組むものと、JAFA の現状を踏まえ当該 5 ヶ年において現実的でないものは、将来

的課題として分別して取り組むこととする。 

当該 5 ヶ年計画は、４年に 1 度受診する適合性審査の結果を踏まえて更新する。また、5 ヶ

年計画にとらわれず、時代の要求に適合するよう適時更新することができる。 

 

1. 組織運営等に関する基本計画の策定・公表 

(1) 組織運営に関する中⾧期基本計画の策定・公表 

・引き続き、JAFA 中⾧期ビジョンを公表する。 

・引き続き、ガバナンス強化実施 5 ヶ年計画を公表する。 

・改定については、役職員や各委員会から広く意見を募る。 

2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 

適合性審査
を踏まえ更新 

公表 公表 公表 適合性審査
を踏まえ更新 

公表 

 

(2) 組織運営の強化に関する人材の採用および育成に関する計画 

 ・日本スポーツ振興センター（以下「JSC」という。）主導の経営基盤の強化・安定に向けた取り

組みに関する確認シートに基づき進行管理する。 

・審判員資格者の試行設定をはじめ、運用が円滑に進捗した時点で制度を設立し、その人材

を委員会委員や理事として任用する。 

・公認指導者資格制度を拡充し、その人材を委員会委員や理事として任用する。 
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・アスリート＆コーチ委員会に、フラッグフットボール選手（女性）を任用し、その人材を理事として

任用する。 

 ・引き続き、顧問弁護士契約を締結し、その体制を維持する。 

 ・顧問弁護士を活用し、適時理事研修を行うとともに、国および上部団体の研修会に参加し、

その内容を理事会で共有化する。 

人材育成・採用計画 

  

  

  

 

 

 

 

 

(3) 財務の健全性確保に関する計画の策定・公表 

 ・JSC 主導の経営基盤の強化・安定に向けた取り組みに関する確認シートに基づき進行管理す

る。 

・インターネット寄附金システムを構築し、寄附金手続きの簡素化を図る。寄附件数の増嵩によ

る寄附金税額控除団体認定を取得し、さらなる寄附金増嵩を図る。 

・加盟団体に向け、現状課題の共有を図り、分担金の増額への協力を仰ぐ。 

 ・引き続き、会計年度ごとの事業計画、事業予算書、事業報告書、事業決算書を公表する。 

・引き続き、計画と実績値の比較を行い、その差異について分析し、理事会で確認し、社員総会

において、会計年度ごとの事業報告を決議する。 

・フラッグフットボールが 2028 年ロサンゼルス・オリンピックの競技種目に採択されたことから、スポー

ツ庁・JSC・JSPO・JOC 他国内関係団体の協力を得ながら、事業費の拡大が必須であり、ス

ポンサー獲得・寄附金呼びかけなど資金調達を進める。 

 

 

 

2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 

審判員資格制
度骨子の共有 

審判員資格者
の試行設定 

運用 審判員資格者
制度の策定 

運用 理事、委員へ
の人材の採用 

公認指導者資

格のフラッグフット

ボールへの拡充 

運用 運用 運用 運用及び人
材の採用 

運用及び人
材の採用 

アスリート＆コー

チ委員会にフラッ

グフットボール選

手の登用 

運用 運用 運用 運用 運用 
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  財政健全化計画 

2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 

インターネット寄
附金システムの
構築 

寄附金税額控
除団体認定 

運用 運用 運用 運用 

加盟団体分担
金の増額周知 

加盟団体分担
金増額徴収 

運用 運用 見直し検討 運用 

 

2. 適切な組織運営を確保するための役員等の体制の整備 

(1) 組織の役員の構成等における多様性の確保 

 ・外部理事の目標割合を 25％以上とし、現在目標を達成している。 

 ・外部理事とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第 5 条第 15 号、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第 4 条第 1 号及び 3

号の要件をすべて満たすものとする。 

  当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前 10 年間

に当該法人又は子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者。 

  公益社団法人である場合はその社員でない者。 

  社員が法人である場合は、その役員又は使用人でない者。 

2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 

25％以上 継続 継続 継続 継続 継続 

 

・女性理事の割合を 2031 年には 40％以上とする目標を設定する。2025 年現在、外部女

性理事 1 名および加盟団体推薦女性理事 1 名を任用し、また、監事については 2 名中 1

名女性を任用としている。 日本のアメリカンフットボール活動において女性の育成・活用が進ん

でいない現状においては、まず競技そのものの認知度を上げ振興を図ることが優先課題であり、

それに先行して女性理事の割合増加や業務執行理事への任用を急ぐことは現実的でなく、今

後の日本国内におけるアメリカンフットボールの振興に合わせて取り組む課題とする。 

 加盟団体からの理事候補推薦において女性の推薦を増嵩するよう情報共有する。 

 女性の多いフラッグフットボール競技者を、アスリート＆コーチ委員会へ委員として任用し、育成

を図り理事として任用する。 
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 2029 年度に定款変更し、理事定数を減じ、外部理事、女性理事割合を増嵩する。 

 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 

女性理事 
2 名 8.7％ 
女性監事 
1 名 50％ 

加 盟 団 体 へ
の 女 性 理 事
推薦について
情報共有 

理事改選 

加 盟 団 体 へ
の 女 性 理 事
推薦について
情報共有 

理事定数
定款変更 
理事改選 
監事改選 

加 盟 団 体 へ
の 女 性 理 事
推薦について
情報共有 

アスリート＆コー

チ委員会へのフラ

ッグフットボール競

技者登用 1 名 

継続 継続 継続 継続 理事候補 
推薦 1 名 

 

・引き続き、アスリート＆コーチ委員会の委員⾧を理事として選任し、組織運営意見を反映する。 

2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 

理事任用 
既済 

継続 継続 継続 継続 継続 

 

(2) 理事会の適正規模および実効性の確保 

 ・理事会を適正な規模とする。 

  ・2029 年度に定款変更し、理事定数を減じ、女性理事割合を増嵩する。 

  ・引き続き「理事会運営規程」の運用により実効性を確保する。 

2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 

理事 23 名 
（1 名欠員） 

監事 2 名 
継続 理事改選 

理事定数に
ついて定款
変更検討 

理事定数減 
理事改選 
監事改選 

継続 

  

(3) 役員等の新陳代謝を図る仕組み  

 ・引き続き、「役員候補者選考委員会規程」に基づき、理事の就任時の年齢を 70 歳未満とす

ることを維持する。 

 ・2025 年は、任用期間通算 10 年を超える理事は存在しない、これを維持する。 

 ・「役員候補者選考委員会規程」において、通算して 10 年以上理事として在任している者でな

いことを設定している。 

 ・最後に退任してから 4 年間以上空けなければ役員候補とならないと設定している。 
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               （通算して 10 年以上理事として在任している、理事・監事数） 

2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 

理事 0 名 
監事 0 名 
「同規程」 
第 8 条改定 

継続 継続 継続 継続 継続 

  

(4) 独立した役員候補者選考委員会の設置 

・引き続き、「役員候補者選考委員会規程」に基づき、独立した役員候補者選考委員会を設

置する。 

・2025 年度中に、「役員候補者選考委員会規程」を改定し、役員候補者選考委員の構成基

準に、役員候補者選考委員の構成員の半数以上を現職の理事（外部理事を含む）が占め

ないようにすることを追記する。 

・「役員選任議案作成に関する基準」により、役員候補案を作成し、役員候補者選考委員会に

諮問し、答申を基に理事会において役員選任議案を定め、社員総会の決議により決定する体

制をとっており、恣意的な部分は排除されていることから引き続きこの体制を維持する。  

（役員候補者選考委員会規程変更） 

2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 

「同規程」 
第 5 条改定 

継続 継続 継続 適合性審査を
踏まえ更新 

継続 

 

3. 組織運営等に必要な規程の整備 

(1) 法令を遵守するために必要な規程の整備 

 ・引き続き、「定款」、「倫理懲罰規程」、「日本代表チーム編成規程」、「就業規則」等各種規

程を遵守し、必要に応じて理事会決議により当該規程の改定等に取り組む。 

(2) その他組織運営に必要な規程の整備 

 ・組織運営に必要な規程を種々整備しているが、必要に応じて理事会決議により当該規程の策

定、改定等に取り組む。 

(3) 代表選手の公平かつ合理的な選考規程および権利保護に関する規程の整備 

  ・引き続き、「日本代表チーム編成規程」、「内部通報規程」を遵守し、必要に応じて理事会決 

議により当該規程の改定等に取り組む。 
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  ・権利保護とあわせて、選手としての義務についても「参加同意書兼誓約書」を締結する。 

(4) 審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程を整備 

 ・本協会が開催する日本選手権や本協会が参加する国際大会などへの派遣審判団については、

2026 年度までに、その選考および資格の付与試行、2028 年度までに制度を策定する。 

 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 

審判員資格制
度骨子の共有 

審判員資格者
の試行設定 

運用 審判員資格者
制度の策定 

運用 運用 

 

4. コンプライアンス委員会の設置 

(1) コンプライアンス委員会の設置・運営 

 ・引き続き、コンプライアンス委員会を運営し、必要に応じて理事会決議により当該要領等の改

定等に取り組む。 

 ・引き続き、「倫理懲罰規程」により倫理委員会を設置する体制を維持し、必要に応じて理事会

決議により当該規程の改定等に取り組む。 

(2) 弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者構成員の配置  

 ・引き続き、「倫理懲罰規程」を遵守するとともに、有識者を配置し、必要に応じて理事会決議

により当該規程の改定等に取り組む。 

 

5. コンプライアンス強化のための教育 

(1) 理事・職員向けのコンプライアンス教育の実施  

・引き続き、独自に講師による理事研修会および理事相互によるディスカッションを伴う研修会を

開催する。 

・引き続き、国および上部団体の各種研修に参加し、理事会においてその内容を共有化する。 

(2) 選手および指導者向けのコンプライアンス教育の実施 

・引き続き、海外派遣に伴うコンプライアンス研修を開催し、適時その内容は更新する。 

・引き続き、日本代表選手には、研修を行うとともに選手の模範となるよう「参加同意書兼誓約

書」を締結し、意識の増嵩を図る。 
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6. 法務、会計等の体制の構築  

(1) 法律、税務、会計専門家等の日常的サポート体制の構築 

 ・引き続き、法律関連として顧問弁護士契約を締結し日常的相談体制を維持する。 

 ・引き続き、税務、会計関連として税務会計法人と契約を締結し日常的相談体制を維持する。 

 ・引き続き、社会保険関連として社会保険労務士と契約を締結し日常的相談体制を維持する。 

(2) 財務・経理の適正処理、公正な会計原則の遵守 

 ・引き続き、「理事の職務権限規程」、「会計規程」により適正処理を行い、必要に応じて理事 

会決議により当該規程の改定等に取り組む。 

・引き続き、「定款」に基づき監事により、年度の会計監査および適法性監査、具体的な業務運 

営の監査を経て、社員総会において議決される業務サイクルを維持する。 

(3) 国庫補助金等の適正使用のための法令、ガイドライン等の遵守 

 ・引き続き、助成元の定めに基づく、助成金申請、報告を行い、「会計規程」により適正処理を 

行い、助成元の審査を受ける。  

    

7. 適切な情報開示 

(1) 財務情報等の、法令に基づく開示 

 ・引き続き、公益法人認定法で定められている法定備置書類として定款、各種規程、事業計 

画、収支予算書、事業報告、貸借対照表、正味財産増減表、財産目録、監査報告、納税 

証明書、履歴事項全部証明書、印鑑証明書、役員名簿、社員名簿、社員総会議事録、理 

事会議事録を事業所に常備し、要請に応じて閲覧できる体制を維持する。 

  ・引き続き、JAFA ホームページに定款、各種組織運営規程、事業計画、収支予算書、事業報

告、財務諸表、役員名簿（選任理由含む）、社員名簿を公開するとともに、国庫補助金等

助成事業の申請、使途報告等を公開する。 

(2) 法令に基づく開示以外の情報開示 

・引き続き、「日本代表チーム編成規程」をホームページで公表する。 

・引き続き、代表選手の募集、トライアウトの実施要領等をホームページで公表するとともに、加 

盟団体に個別に通知する。 

・引き続き、選考された選手をホームページで公表、プレスリリースするとともに、「日本代表チーム

編成規程」により選考理由等開示のための不服申し立てができる体制を維持する。 



- 9 -  
  

・引き続き、ガバナンスコード自己評価書を毎年度ホームページに公表する。  

  

8. 利益相反の適正管理 

(1) 役職員、選手、指導者等との間に生じる利益相反の適正管理  

・引き続き、「利益相反規程」により、利益相反管理を維持し、必要に応じて理事会決議により

当該規程の改定等に取り組む。 

・引き続き、利益相反取引該当性を監事も同席する理事会において判断し、明確な答えが出な

い場合は、顧問弁護士に教示を受け、必要に応じて理事会決議により当該規程の改定等に

取り組む。 

  

9. 通報制度の構築  

(1) 通報制度の設置  

・引き続き、通報窓口を事務局内と外部に設置し、連絡先のホームページ公表を維持する。  

・引き続き、「内部通報規程」により、相談内容に関する守秘義務の遵守を維持する。 

・引き続き、「内部通報規程」により、相談者に対する不利益な取扱行為の禁止の遵守を維持

する。  

・当該運用により不具合が生じるような場合は、必要に応じて理事会決議により当該規程の改

定等に取り組む。 

(2) 通報制度の運用体制の整備 

・引き続き、「内部通報規程」による調査担当者は、内部通報外部窓口業務を委託した弁護

士が加わることを維持する。  

  

10. 懲罰制度の構築  

(1) 懲罰制度の手続と周知 

・引き続き、「倫理懲罰規程」をホームページに公表し、禁止行為、処分対象者、処分に至るま

での手続の周知を維持する。 

・常に関係者に周知徹底を図る。 

・引き続き、日本代表選手とは、「参加同意書兼誓約書」を締結し、意識の増嵩を図る。 

(2) 処分審査の中立性および専門性 
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・引き続き、「倫理懲罰規程」により、中立性および専門性を有した倫理委員会設置を遵守する。 

・当該運用により不具合が生じるような場合は、必要に応じて理事会決議により当該規程の改

定等に取り組む。 

     

11. 選手、指導者等との間の紛争の適正な解決 

(1) 懲罰や紛争について、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁の利用 

・引き続き、「倫理懲罰規程」、「日本代表チーム編成規程」に、公益財団法人日本スポーツ仲

裁機構によるスポーツ仲裁に関する自動応諾条項の設定を維持する。 

(2) 処分対象者に対するスポーツ仲裁の利用可能の通知 

・引き続き、「倫理懲罰規程」をホームページに公表し、処分対象者に対してスポーツ仲裁の利

用が可能である旨の周知を維持するとともに、処分通告書にその旨を記載する。 

  

12. 危機管理および不祥事対応体制の構築  

(1) 危機管理マニュアル 

  ・引き続き、危機管理事案が発生した場合「危機管理基本方針」を運用し、不具合が生じるよう

な場合は、必要に応じて執行委員会確認、理事会報告により改定等に取り組む。 

2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 

適合性審査
を踏まえ更新 

継続 継続 継続 適合性審査
を踏まえ更新 

継続 

 

(2) 不祥事が発生した場合の調査体制の構築 

・不祥事事案が発生した場合、「危機管理基本方針」による危機管理会議の設置および応急

対策し、「倫理懲罰規程」に該当すると判断された不祥事については、同規程の一連の流れ

に基づき、事実調査、原因究明、責任者の処分および再発防止策の提言まで行う。  

 

13. 加盟団体に対するガバナンス強化等に係る指導、助言および支援  

（1）加盟団体との権限関係の明確化と、加盟団体の組織運営および業務執行への指導等 

・引き続き、「定款」、「入会及び退会に関する規則」、「社員総会運営規則」、「理事会運

営規程」、「加盟団体に関する規程」、「理事等の職務権限規程」 により、権限関係の明
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確化を維持し、必要に応じて社員総会、理事会決議により当該定款・規程等の改定等に

取り組む。 

・引き続き、当該規程等による、統一性、整合性のとれた指導、助言、指導ができる体制を

維持する。 

(2) 加盟団体の運営者に対する情報提供や研修会の実施 

・引き続き、「日本スポーツ協会公認指導者養成事業」、「コーチクリニック、フットボール教室」、

「安全対策セミナー」、「医科学研究会」、「アンチ・ドーピング講習会」による指導助言体制を

維持する。 

・引き続き、上部団体が開催する研修会などの情報提供を行う。 

   

以上 


